
「平成２７年度 道路標識適正化委員会 山梨県部会」

議事概要

１．日 時：平成２７年１２月２２日（火） １４時００分～１５時００分

２．場 所：山梨県庁 防災新館 ３０３会議室

３．出席者

国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所長

山梨県 県土整備部 道路管理課長

山梨県 観光部 主幹

山梨県 県土整備部 道路整備課長

山梨県 県土整備部 都市計画課長

中日本高速道路（株）八王子支社 総務企画部

企画調整チーム担当リーダー

山梨県 警察本部 交通規制課長（代理）

山梨県 警察本部 高速道路交通警察隊長（代理）

４．議 事

インターチェンジの名称原案について

＜審議結果＞

○インターチェンジ名称原案が以下のとおり決定された。

自 治 体 仮 称 原 案

富沢インターチェンジ 富沢インターチェンジ
南部町

南部インターチェンジ 南部インターチェンジ

身延山インターチェンジ 身延山インターチェンジ

身延町 身延インターチェンジ 下部温泉早川インターチェンジ

中富インターチェンジ 中富インターチェンジ

市川三郷町 六郷インターチェンジ 六郷インターチェンジ

○インターチェンジ名称決定に向けて、今後、関東地方整備局及び、日

本高速道路保有・債務返済機構に上申していくことを確認。

※議事については「インターチェンジ名称原案について」のみ抜粋して記載しています。
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